
委員会提出議案第４－４号

あきる野市議会基本条例の一部を改正する条例

上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１０９条第６項及び第７項並びに会

議規則第１４条第２項の規定により提出する。

令和４年１２月１５日

あきる野市議会議長 村 野 栄 一 殿

提出者 議会運営委員会委員長 天 野 正 昭

提案理由

災害の発生の他に感染症のまん延時にも、議会及び議員が対応できるよう、

規定を整備する必要があるため。



あきる野市議会基本条例の一部を改正する条例

あきる野市議会基本条例（平成２７年あきる野市条例第２９号）の一部を次のように改正

する。

第１３条の見出し中「災害時」を「災害時等」に改め、同条第１項中「災害による」を

「災害等による」に、「災害対策本部」を「災害対策本部等」に改め、同条第２項中「発

生」を「発生等」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


